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管理・更新一体マネジメント方式の要件

①長期契約

○契約期間は、企業の参画意欲、地方公共団体の取組易さ、スケールメリット、投資効果の発現、雇用の安定、人材育成
等を総合的に勘案し、原則10年とする。

②性能発注

○性能発注を原則とする。ただし、管路については、移行措置として、仕様発注から開始し、詳細調査や更新等を実施し
た箇所から段階的に性能発注に移行していくことも可能。

（性能規定の例）・処理施設：処理後の水質が管理基準を満たしていること

（性能規定の例）・管路施設：適切に保守点検を実施すること（人員、時期、機器、方法等は民間事業者に委ねる。）

③維持管理と更新の一体マネジメント

○維持管理と更新を一体的に最適化するための方式として、維持管理と更新を一体的に実施する「更新実施型」と、

 更新計画案の策定やｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ（ＣＭ）により地方公共団体の更新を支援する「更新支援型」を基本とする。

④プロフィットシェア

○事業開始後もライフサイクルコスト縮減の提案を促進するため、プロフィットシェアの仕組みを導入すること。（更新支援
型の場合、プロフィットシェアは可能な範囲で採用する。）

（プロフィットシェア*1の例）

①契約時に見積もった工事費が、企業努力や新技術導入等で縮減した場合、縮減分を官民でシェアする。

②契約時に見積もった維持管理費が、企業努力や新技術導入等で縮減した場合、縮減分を官民でシェアする*2。

ケース 工事費 維持管理費
LCC削減（プロフィッ

ト）

① ２縮減 ２

② ２縮減 ２

官 民

１ １

１ １

プロフィット
シェア

*2：「処理場等包括的民間委託導入ガイドライン（R2.6 日本下水道協会)によれば、ユーティリティ費（使用量）や修繕費が削減されたときでも削減分を清算しない事例が多い。

*1：プロフィットシェアの仕組みとしては、契約後VE等を想定。
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上下水道の 「複数自治体による事業運営の一体化」 の推進

○ 広域連携には様々なレベルがあるが、経営基盤の強化の観点からは、複数の自治体が一体となって上下水道事業の基盤である人

員・施設・財源といった経営資源を管理し運営する事業運営の一体化（事業統合または経営の一体化）を特に推進する必要

○ 事業運営の一体化により、執行体制の強化、運営規模の拡大、一元的なマネジメントが図られ、事業体・住民・産業界全体への多様な
効果・メリットを期待

事業運営の一体化 （事業統合または経営の一体化）
代表者 代表者 代表者 代表者

管理の一体化（ソフト）
• 維持管理業務の共同発注や水質検査等の事務委託
• 広域型の「水の官民連携」
• 台帳、給排水工事申請、集中監視など各種システムの統一

• 技術職はじめ職員確保ができない自治体も、専門能力（技術力、発注能力、マネジメント能力）を確保
職員確保と最適配置により、 増大する維持管理・改築業務を実行する能力の向上と、従前取り組めなかった
経営改善、業務見直し等の経営課題の抜本的検討も可能に

• 組織内で動員できる職員数の充実による災害対応力の強化
• 中長期的な人材確保（広域的・計画的な採用）とそれに伴う技術の継承に寄与

• 管理の一体化（経営事務や維持管理の共同実施）や施設の共同化（施設の共用、資機材の共同確保）
による事業費の抑制と料金上昇の抑制

• 集約型と分散型のベストミックスによる施設の最適配置の検討も促進
• 発注規模の拡大や資機材等の規格の統一化により、地元企業が創意工夫を活かし長期的に安定して参画
できる官民連携を促進

期待される効果・メリット

●●水道企業団（経営の一体化の場合）

※ 事業統合の場合は、事業認可（水道）や事業計画（下水道）を
一本化するため個々の事業は残らない（会計・料金も原則統一）

一部事務組合
の設置等

執行体制の強化

A市

B市

C市

中核下水処理場
＜集中監視装置＞

A町
処理場

B村
処理場 C町

処理場
D町

処理場

E村
処理場

F町
処理場

NTT・光回線

Ａ水道事業 Ｂ水道事業 Ｃ簡易水道事業Ｃ簡易水道事業Ａ水道事業 Ｂ水道事業

規模の効果と一元的なマネジメント
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施設の共同化（ハード）
• 汚水処理施設の統廃合 • し尿・浄化槽汚泥の受入

接続

廃止

小規模・老朽化した
汚水処理施設

受入

廃止

老朽化した
し尿・浄化槽汚泥処理施設
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【参 考】 地方公共団体の調達について

契約の原則（一般競争入札）

（契約の締結）
第二百三十四条 売買、貸借、請負その他の契約は、一般競争入札、指名競争入札、随意契約又はせり売りの方法

により締結するものとする。
２ 前項の指名競争入札、随意契約又はせり売りは、政令で定める場合に該当するときに限り、これによることが

できる。
３ 普通地方公共団体は、一般競争入札又は指名競争入札（以下この条において「競争入札」という。）に付する

場合においては、政令の定めるところにより、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価
格をもつて申込みをした者を契約の相手方とするものとする。ただし、普通地方公共団体の支出の原因となる契
約については、政令の定めるところにより、予定価格の制限の範囲内の価格をもつて申込みをした者のうち最低
の価格をもつて申込みをした者以外の者を契約の相手方とすることができる。

（略）

総合評価方式（一般競争入札）

第百六十七条の十の二 普通地方公共団体の長は、一般競争入札により当該普通地方公共団体の支出の原因となる
契約を締結しようとする場合において、当該契約がその性質又は目的から地方自治法第二百三十四条第三項本文
又は前条の規定により難いものであるときは、これらの規定にかかわらず、予定価格の制限の範囲内の価格をも
つて申込みをした者のうち、価格その他の条件が当該普通地方公共団体にとつて最も有利なものをもつて申込み
をした者を落札者とすることができる。（略）

公募型プロポーザル方式（地方公共団体における随意契約の一類型）

（随意契約）
第百六十七条の二 地方自治法第二百三十四条第二項の規定により随意契約によることができる場合は、次に掲げ

る場合とする。
（略）

二 不動産の買入れ又は借入れ、普通地方公共団体が必要とする物品の製造、修理、加工又は納入に使用させる
ため必要な物品の売払いその他の契約でその性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき。

（略）

地方自治法 第234条

地方自治法施行令 第１６７条の２

地方自治法施行令 第１６８条の10の２
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